
　「やむを得ない事情」で納期限内の納税が困難
な方には、市が生活状況などを聞き取った上で、
徴収を猶予する制度があります。
　事情により納付が困難な場合は、「払えないか
ら…」とそのままにせず、納期限が過ぎる前に下
記へご相談ください。ただし、虚偽の申し出や納
付計画が不履行になった場合は、滞納処分の対象
になります。
▶問合せ
　税務課（市役所内線1101、1102）
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納税は期限内に納税は期限内に
12月は「税収確保重点月間」です

①納期限を過ぎ、20日以内に納付がない場合は、督促
　手数料を加算した督促状を送付します。さらに10日
　を過ぎると、滞納処分の対象になります。
②催告書などで滞納の事実を知らせます。予告なく滞
　納処分をすることもあります。
③事前の承諾なく、調査（金融機関や勤務先への照会
　取引先売掛金、不動産・自動車の保有状況、自宅な
　どの捜索）をし、滞納者の財産を差し押さえます。
④差し押さえた財産を売却したり、金融機関から預貯
　金を取り立てたりし、滞納市税に充てます。

▶滞納処分の流れ

▶差し押さえ件数と徴収金額

　市民サービスは、市民の皆さんにお支払いいただく税金や保険料、使用
料などにより提供されています。
　納税は口座振替や金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンな
どでできます。必ず収めるべき期限（納期限）までに納付してください。
▶問合せ　税務課（市役所内線1101、1102）

　市民サービスは、市民の皆さんにお支払いいただく税金や保険料、使用
料などにより提供されています。
　納税は口座振替や金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンな
どでできます。必ず収めるべき期限（納期限）までに納付してください。
▶問合せ　税務課（市役所内線1101、1102）

財産種別 令和６年度
預貯金
国税還付金
不動産

自動車・軽自動車・動産
生命保険
給与
年金

出資金など
合　計
徴収金額

令和５年度

26,052,585円

237件

21,865,248円

13件
5件
5件
3件
38件
14件
33件
348件

136件
18件
7件
5件
11件
36件
11件
19件
243件
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　市県民税・森林環境税（特別徴収、法人市民税
を除く）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
（種別割）、国民健康保険税の納税通知時に送付
している納付書に、地方税統一ＱＲコード
（eL-QR）を印字しています。
　「地方税お支払サイト」からこのeL-QRを読
み込むと、クレジットカード決済（手数料自己負
担）やインターネットバンキングなどで納税する
ことができます。詳しくは、「地方
税お支払サイト」＝右ＱＲコード＝
をご覧ください。
　また、スマートフォン決済アプリでの支払いや、
eL-QRに対応した全国の金融機関窓口での納付
もできます。
　eL-QR対応の金融機関については、地方税共
同機構ホームページの「共通納税対応
金融機関」＝右ＱＲコード＝をご覧く
ださい。
▶問合せ　税務課（市役所内線1101、1102）

各種決済方法も利用できます
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Ｑ Ａ
　　滞納額が少額でも、
　　　差し押さえされますか？

よく寄せられる皆さんの“ギモン”にお答えしますＱ  Ａ＆Ｑ  Ａ＆Ｑ  Ａ＆

　差し押さえに金額の多い少ないは関係ありませ
ん。少額であっても滞納には変わりないので、財
産調査を行い財産があれば差し押さえます。
　納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経
過した日までに完納されない場合は、国税徴収法
により財産を差し押えなければなりません。この
場合、本人に対して事前の連絡や同意は必要ない
とされています。

　財産があれば差し押さえます。金
額は関係ありません。

　また、個人のプライバシーに関しては、税金を
滞納すると、同法律により、全ての財産に対する
調査権限が生じます。この権限によって、調査を
受ける勤務先の事業所、金融機関などの関係機関
は、調査に協力しなければなりません。これらの
財産調査は、個人情報保護法には抵触しないと定
められています。
▶問合せ　税務課（市役所内線1101、1102）

「やむを得ない事情」とは、
・病気
・失業
・事業の廃止
・事業の経営不振　など
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